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令和４年度の「全国一斉」商慣習見直し運動について

取組内容

（1）令和４年10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」とし、この日までに以下の取組を実施することを、業界団体等を通じて食
品関連事業者に呼びかけ。
※ この呼びかけは任意のものであり、サプライチェーンにおける食品ロスの削減という本運動の趣旨に賛同する事業者の方に、自発的
に取り組んでいただくものです。

(ア)食品小売業者
・加工食品の納品期限の緩和（特に、賞味期間180日以上の食品を推奨）
・フードバンク・子ども食堂等への食品の提供

(イ)食品製造業者
・加工食品の賞味期限表示の大括り化（年月表示、日まとめ表示）（特に、賞味期間180日以上の食品を推奨）
・加工食品及び日配品の賞味期限の延長（ 商慣習検討 ワーキングチーム を設置した平成 24 年度以降に 実施した商品
がある企業）
・フードバンク・子ども食堂等への食品の提供

（2） 納品期限の緩和、賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延長、フードバンク・子ども食堂等への食品寄附に取り組む企業を
募集し、事業者名を公表（10/31を予定）（今後取り組む予定の企業も公表対象）

（3）自社の食品ロス削減やリサイクルの取組をPR
取組内容の分かる自社ウェブページのアドレス又は事例紹介フォーマットを、農林水産省のウェブページで掲載

✓ 令和４年10月30日までに全国一斉で商慣習を見直すことを呼びかける運動を実施。
✓ 8月10日より募集開始。11月２日（水）に結果を公表。
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/221102_17.html

（参考）昨年度の本取組の公表結果（令和３年10月30日時点の取組事業者数（予定含む））

・納品期限の緩和：186事業者（令和２年10月時点：142）

・賞味期限表示の大括り化：223事業者（令和２年10月時点：156） 1
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【啓発資材の例】

✓ 小売事業者と消費者が連動した食品ロスの削減に向けた取組を後押しするため、食品小売事業者に対して、
店舗にて、食品ロス削減のための啓発活動を行うことを呼びかけ。

✓ 令和４年７月29日より、10月の食品ロス削減月間に向け、普及啓発資材等を活用して消費者への啓発活
動を実施する小売事業者及び外食事業者、事業者へ食品ロス削減の普及啓発を呼びかける地方自治体を
10月28日まで募集。

✓ 10月13日時点の応募者、73事業者、60自治体を中間公表。
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/cyuukankeihatsu.html）

【活用の例】

「てまえどり」の取組が食品スーパー・生協にも拡大！

（どなたでもダウン
ロード可能です）
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消費者への啓発（食品ロス削減月間）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/cyuukankeihatsu.html


期限内食品ロス最小化対策の強化について
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《商品化後のロス削減の取組》

①厳しい納品期限（３分の１ルール）等の商慣習
の見直しを経営層に強力に要請

②企業の定期情報開示における食品ロス削減の
取組状況に関する記載を経営層に要請

③消費者の行動変容を官民協働で啓発

④賞味期限の延長、AIを活用した需要予測の精
緻化等民間等が保有する新たな技術・手法の
導入、新商品の開発促進書など企業開示において、サス

テナ

《上記を実施しても発生する期限内食品ロス
への対応》

⑤製造事業者や物流事業者とフードバンクとの
マッチングやネットワークの構築を官民協働で推進

⑥フードバンク等における保管、運搬、人員の確
保方策の収集・共有

○ 10月の食品ロス削減月間を中心に、特に期限内食品のロスに関して、以下の取組を経営層に強力に要請し、食
品の製造、流通、販売コストを抑制する。
① 厳しい納品期限（３分の１ルール）等の商慣習の見直し
② 企業の定期情報開示における食品ロス削減の取組状況に関する記載

○ それでも発生する賞味期限内食品については、フードバンクや子ども食堂への寄附が進むよう企業とフードバンクとの
マッチングやネットワークの構築を官民協働で推進し、生活困窮者支援にも貢献。

40％削減
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食品製造流通事業者の皆様へ
期限内食品はすべて消費者へ

食品原材料価格が高騰する中、コストの削減と値上げ幅の緩和を図っていくためには、期限
内食品を消費者に売り切っていくこと、またあわせて、それでも発生する期限内食品を生活困
窮者に寄附していくことが社会全体で強く求められています。これらはいずれも食品ロスの削
減にも貢献するものであります。
これを進めるためには、「期限内食品はすべて消費者に届ける」との思いの下、川上から川

下までの関係者が、共に取り組んでいくことが不可欠です。社会経済環境が厳しい中、食品の
安定供給を担う農林水産大臣として、改めて、納品期限の緩和をはじめとする以下の取組を徹
底し、また、拡大していただくようお願い申し上げます。
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期限内食品ロス最小化対策の強化に関する大臣メッセージ

（食品小売・卸売事業者の皆様へ）
① 納品業者に対して厳しい納品期限を求め
ていませんか。
未だに３分の１ルールをとっている場合は
直ぐに緩和してください。

（食品製造事業者の皆様へ）
② 賞味期限の安全係数を過度に低く設定し
ていませんか。
安全係数は0.8以上を目安としてください。

③ 賞味期限が３カ月を超えるものを「年月
日」の表示にしていませんか。「年月」の
大括り表示にしてください。

（全ての食品製造流通事業者の皆様へ）
④ 期限内であるにもかかわらず消費者への
販売に至らない食品は、フードバンクや子
ども食堂に寄附してください。提供に要す
る費用は損金算入もできます。

⑤ 有価証券報告書・統合報告書において、
フードバンクへの寄附等食品ロス削減に関
するそれぞれの取組を世の中に向けて発信
してください。

令和４年９月29日
農林水産大臣 野村哲郎
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食品ロス削減及びフードバンク支援緊急対策事業

＜対策のポイント＞
食品原材料価格が高騰する中、コストの削減を通じて価格高騰の抑制に資する食品ロスの削減が重要となっています。フードバンク活動を通じた食品ロス削
減を図るため、フードバンク等に対して、食品の受入れ・提供を拡大するために必要となる経費を支援するとともに、フードバンクの活動強化に向け、食品供給
元の確保等の課題解決に資するよう、専門家派遣、マッチング・ネットワーク強化を支援します。

＜事業目標＞
平成12年度比で事業系食品ロス量を半減（273万トン［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．フードバンク活動団体の食品受入能力向上支援
フードバンク等に対して、こども食堂等向けの食品の受入れ・提供を拡大するために

必要となる経費を支援します。

２．専門家派遣等及びネットワーク強化
全国各地のフードバンクからの求めに応じて、フードバンクにおける食品の取扱量拡大、

食品提供元となる企業や食品提供先となるこども食堂等とのマッチング、活動計画策
定等に必要なノウハウ獲得を促進するため、専門家派遣等によるサポートを実施しま
す。
フードバンクにおける食品の取扱量拡大に向け、食品企業やこども食堂等とのマッチ

ングやフードバンク間のノウハウ共有等を推進するため、フードバンク等のネットワーク強
化のサポートを実施します。

［お問い合わせ先］ 大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課（03-6744-2066）

【令和４年度補正予算額 300百万円】

＜事業の流れ＞

フードバンク等

国

定額

（２の事業）
委託

（１の事業）

民間団体

定額

フードバンク

フードバンク※食品関連
事業者

メーカー・卸・

小売等

こども食堂等

運搬車両、一時保管用倉庫
（冷蔵・冷凍庫含む）、
入出庫管理機器等の賃借料、
食品の輸配送費 等

・生活困窮者

・こども食堂、宅食

・福祉施設 等

食品の受入れ・提供を拡大す
るために必要となる経費を支援

専門家派遣等

・取扱量拡大や寄付金拡大
のためのコンサルティング

・食品企業とのマッチング
・活動計画策定支援
等

ネットワーク強化

・ 食品企業等とのマッチン
グ促進

・ フードバンク間の情報・
ノウハウ共有
等
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４ 適正な価格形成への理解醸成と食品アクセスの確保

＜対策のポイント＞
食料や生産資材等の価格が高騰する中、適正な価格形成に向けた国民理解の醸成を図るとともに、社会的弱者の食品アクセスの確保に向け、サプライ

チェーンの改善・強化、こども食堂等へ食品の提供を行うフードバンクに対する支援やこども食堂・こども宅食による食育の取組の支援を行います。

＜事業目標＞
○ 食料自給率の向上（供給熱量ベース45％、生産額ベース75％［令和12年度まで］）
○ 事業系食品ロス量を半減（273万t［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．ニッポンフードシフト総合推進事業 800百万円

Ｚ世代を重点ターゲットとして、食と環境を支える農林水産業・農山漁村の魅力等

について、国民理解の醸成を図るため、官民協働により、メディア・SNS等で情報発

信するとともにシンポジウム・フェアを開催します。

２．生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化対策 876百万円
生鮮食料品等の安定供給を継続的に行うための先進的な取組（共同配送、モー

ダルシフト、ラストワンマイル配送等）の実証や設備・機器等導入を支援します。

３．食品ロス削減及びフードバンク支援緊急対策事業 300百万円
フードバンク等に対して、食品の受入れ・提供を拡大するために必要となる経費を支
援するとともに、フードバンクの活動強化に向け、食品供給元の確保等の課題解決に
資するよう、専門家派遣、マッチング・ネットワーク強化を支援します。

４．地域での食育の推進 500百万円
地域の関係者等が取り組む、こども食堂等の共食の場の提供やこども宅食における
日本型食生活の普及・啓発などの食育の取組を支援します。

［お問い合わせ先］（１の事業）大臣官房政策課食料安全保障室 （03-6744-2395）
（２の事業）大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 （03-3502-8237）
（３の事業）大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課・（03-6744-2066）
（４の事業）消費・安全局消費者行政・食育課 （03-3502-5723）

【令和４年度補正予算額 2,476百万円】

＜事業の流れ＞

事業全体の方向性を
表現したロゴマーク

食品アクセスの確保

適正な価格形成への理解醸成

・ラストワンマイル配送実証等
・移動販売車、無人店舗システムの導入等

＜バーチャルスーパーマーケット
＞

＜自動配送＞

【物理的な食品アクセスの改善】

＜こども宅食＞

＜こども食堂＞

＜福祉施設＞ 等

・こども食堂等に食品を提供するフード
バンクへの活動支援
・地域における共食の場の提供支援 等

【経済的な食品アクセスの改善】

Ｚ世代を重点ターゲットとし、国民全体の理解醸成・行動変容を目指す
（特に、自分で「食」を選択し始める大学生前後の層がターゲット）

国

（１の事業、３の事業の一部）

卸売市場関係団体
食品流通事業団体

民間団体等

民間団体等

フードバンク等

民間団体等
（都道府県を含む）

民間団体等
（都道府県、市町村を含む）

（２の事業）

（３の事業の一部）

（４の事業）

民間団体

定額

定額

委託

定額 定額

定額、1/2

定額
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